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� はじめに

1998年 7月のタイバ�ツの暴落に始まるアジ
アの金融�通貨危機は� インドネシア� マレ�シ
ア� 韓国などに飛び火し� アジア経済に大きな爪
痕を残した� しかしながら� 台湾経済は� こうし
たアジアにおける不安が囁かれるなか� 若干はそ
うした影響を受けたものの� 他のアジア諸国と比
較するならば� 唯一� 好調の様相を示している�
実際� 1997年の GDP成長率は� 6.8�� 1998年

は� 4.8�と 1999年は� 5.4�� 2000年は 6.0�と
NIEs諸国のなかでは� 最高の伸びを示している�
また� 1999年 9月に起った台中大地震は多くの

半導体製造企業� ハイテク企業の生産減を招き�
世界経済に対する影響が懸念されたが� その影響
は一時的に留まり� 驚異的な回復力により� 当該
年度中にこれら企業は正常な操業状態に戻った�
このように台湾経済が好調である要因について

は� さまざま考えられるであろうが� そのひとつ
には� 台湾経済が中小企業を中心に動いており�
その柔軟性� 革新性が台湾に経済成長の担い手に
なっていること� また� そうした担い手となるべ
く中小企業を創出させるシステム� 中小企業政策
が首尾よく機能していることなどがあげられよう�

こうした問題意識のもと� 筆者は台湾中小企業
の現状を明らかにするために� 台湾中小企業とそ
の支援機関に関する調査を 1999年の 1月と 8月

およびに 2001年 9月に行った2��以下では�イン
タビュ�調査をもとに中小企業� 支援機関から得
られた示唆を中心とし� 日本との違いを意識しな
がら� 台湾の中小企業経営と中小企業政策の特徴
を考えることする�

� 中小企業経営の特徴

�1� 企業経営における柔軟性
一般的には� 企業経営における柔軟性の発揮

は� 短期であれ� 長期であれ� 企業やその組織構
成員に何らかの利益が発生することによって発揮

され� そうした柔軟性の発揮とトレ�ドオフの関
係になる経営管理課題は� あらゆる面で存在して
いる�
たとえば� 日本的経営に基づいて考えるなら

ば� わが国企業経営における柔軟性の発揮は� 長

1� 本稿は拙稿 �アジア経済危機下においても好調な台湾
中小企業�日本との比較から考えるその好調要因	 
企業
診断� 同友館� 第 46巻 10号� 1999年 10月号をベ�ス
としつつ� 最近における台湾中小企業と中小企業政策の
動向を加えて執筆したものである�

2� 同調査において� 筆者は 1999年には� 台北� 新竹�
台中� 台南� 高雄を訪問し� 合計 18ケ所の中小企業 �9
ケ所� とその支援機関 �9ケ所� に対するインタビュ�
を行った� また� 2001年 9月には� IT不況の影響を把

握するために� 新竹にて補足調査を行った� 各種報道に
よるならば� IT不況に伴う台湾経済成長の失速状況が伝

えられているが� 個別の中小企業に対するインタビュ�
調査を行う限り� パフォ�マンスが良好な企業も存在し
ている� 現在の日本と同様に �よい企業はあるが� すべ
てがそうではない	 という段階に台湾経済が入っている
といえるのではなかろうか�
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期取引関係の有効性がその源泉となっており� こ
れは� 親企業と下請企業の関係� 企業における組
織と個人の関係 �終身雇用� 年功序列制など� の
なかで発揮される� つまり� わが国企業経営にお
ける柔軟性の発揮が� 労働市場との関係� 調達市
場との関係� 製品市場との関係において� 市場取
引よりも組織取引を優先していることがこうした

柔軟性の発揮の根拠になっている3��
台湾中小企業における柔軟性の発揮を上述の視

点から考察し� わが国企業経営と比較し最も著し
い相違点をあげるならば� それは� 労働市場と企
業との関係にあろう� これは� 人的資源をわが国
のように内部労働市場に依存し� それが経営にお
ける効率性に結びつくという考え方に対し� 台湾
では必要に応じて人的資源を外部労働市場から調

達することが効率的な経営に結びつくといった考

え方である�
どちらの経営スタイルが優位であるかについて

は� それらを支える下部構造によって� 異なって
くるが� 今日のように企業を取り巻く環境変化
�とくに技術革新�が著しい時代においては�後者
のスタイルが優位であろう� 実際� わが国でもあ
らゆる分野で人的資源の外部労働市場からの獲得

が進展し� 労働市場の流動化が図られようとして
いる�
人的資源面からみた台湾企業の高い柔軟性�効
率性は� 流動性ある労働市場に支えられており�
企業が必要とする最先端の技術等を保有している

人材を外部労働市場から獲得することは� 今日に
おいて台湾経済の牽引車であるハイテク中小企業

においては� 頻繁に行われている�
たとえば� 新竹に位置する世界顛峰科技股分有
限公司 �エベレスト�は� 1997年 8月に設立され

たハイテクの企業であり� 液晶のカラ�フィル
タ�� 液晶プロジェクタ�などを開発�生産して
いる� 同社の経営者は台湾工業技術研究院の出身
であり� また� 多くの技術者を公的機関� 企業か
ら招いている� 同様に台中の勝華科技股分有限公
司でも� 従業員規模が中小企業の範囲を超えるも
のに成長してしまったが� 技術者をスカウトする
ことは� 頻繁にあるという�
このようにハイテク型の中小企業の場合� こう
した優秀な人材の確保にあたっては� 彼らのイン
センティブを高めるためにストックオプションが

用いられることが多く� 労働市場流動化を促進す
る制度 �労働慣行� 税制など� が台湾社会に定着
している4��
他方� 台湾中小企業の柔軟性は� 上述のトレ�
ドオフ関係以外のところで発揮され� それが企業
成長に源泉になっている面がある� すなわち� 柔
軟性が限られた経営資源の分配に基づくのではな

く� 経営資源�経営活動を拡大することによっ
て� それらを実現しているといえる�
たとえば� 漢翔瑞科技開発股分有限公司は� 台
南の異業種交流会のメンバ� 23社が出資して設

立された会社であり� 当初の目的は北京の航空関
係企業と協力して人材育成を行うことであった�
しかし� この計画が頓挫したため� この会社の枠
組みを使って� サ�ビス� 物流業に転換した企業
である� 現在は� 新竹科学工業園区内の物流を取
り扱っている� 今後� 台南科学工業園区の活動が
本格化するならば� そこでの取引を拡大すること
が見込まれている�
こうした柔軟性は� ある意味で �儲かることな
らなんでもする� �見込みがないことについては�
すぐに撤退する� といった企業経営における多角
化のあり方とみることができる5��

3� こうした取引コスト論に従ったわが国中小企業の効率

性の議論については� 賛否両論もあろうが� 港徹雄の一
連の業績が参考となる� たとえば� 港徹雄 �日本型生産
システムの編成機構�企業間組織の生産性視点� 	青山国
際政経論集
 第 2号� 1994年 11月� �変貌する下請�
系列取引関係� 	ESP
 1990年 5月などを参照のこと�

4� わが国おいてもストックオプション制度は� 新規事業
法の平成 8年改正以来� 制度の枠組みとしては進展がみ
られるもののキャピタルゲイン課税率が高いため未だに

それらが� 普及していない様相がある�
5� こうした中小企業の多角化の方法については� 大陸で
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同社と似たよう企業活動を行っている会社は�
わが国にはないとは� いえないが� わが国の場合
での経営に関する基本的な考え方は� 本業重視が
多いといえよう� 今日におけるわが国企業経営に
おける多角化のあり方は� �バブル経済�崩壊を背
景として� �コアコンピタンス�に基づいたいわば
インクリメンタル �芋づる式� 型多角化の傾向が
強い�
しかしながら� こうした多角化は� ときに企業
の可能性を限定し� 今日のような経済が閉塞状況
に陥ってしまった場合� 策がなくなってしまうこ
とがある� それとは反対に� 多角化の範囲を本業
に限定しない� いわゆる落下傘型多角化は� リス
クが大きいがそれらが成功したした場合の更なる

波及効果も大きい� こうした観点から考えるなら
ば� 台湾中小企業企業の新分野進出� 多角化のあ
り方は� わが国企業のそうした活動と大きく違っ
ている�

�2� 自立している個人と組織
また� 台湾中小企業の経営スタイルは� 組織よ
り個人が優先する企業経営であることが� その特
徴としてあげられる� しかし� これは台湾中小企
業の研究開発� 製品開発� 市場開拓などにおける
組織競争力が弱いことを意味するものではない�
成長している中小企業の経営者やそうした企業で

働いている個人は自らの能力的限界をよく知って

いるし� 企業や個人が組織的に協働するメリット
についても� 彼らはよく理解している�
たとえば� 先にあげたエベレスト社では� カ

ラ�フィルタ�研究開発については� 他の機関
�工業技術研究院�国立成功大学など�との連携で
行っている部分もあり� そうした戦略提携の関係
は� 個人のネットワ�クを前提とする組織的関係
となっている� また� 台南の志友實業有限公司で

も� 国立成功大学との連携関係を重視しており�
同社の経営者が同大学の元教授であることもあ

り� 優秀な技術者を教え子から招き入れることを
常に行っている�
台湾では� 有能な企業人とは� 組織に対して有
益な経営資源を引っ張ることができる人であり�
また� 他の組織に対しても有益な経営資源を提供
できる人であるといった共通認識がある� すなわ
ち� こうした個人は組織人としても� 自立してお
り� プロ意識を持って仕事をしており� 個人が組
織に従属しているのではなく� 対等な関係であ
り� 個人が自己実現するために組織を活用すると
いう関係となっている�
また� こうした有能な企業人に共通していえる
ことは� 個人が組織や会社に帰属しているのでは
なく� 彼らの専門性や職業によって構成される人
間関係� ネットワ�クに帰属していることがあげ
られる�つまり�個人が組織を移動したとしても�
その個人が帰属するネットワ�クは� 変化するこ
とはなく� 以前� 帰属していた組織と再び何らか
の仕事を行うことは� 頻繁に行われる�

�3� 自らの力で販路開拓
わが国が高度成長期において� 貿易立国� 加工
貿易国などといわれ� 世界の市場を相手に商売を
行い� 今日に至っているように� 台湾の場合も世
界中にその製品を売り込むことによって� 経済発
展が進展している� このように台湾もわが国同様
の経済発展の軌跡を経ているのだが� 世界市場に
対する販路の拡大方法� とくに中小企業の場合に
おいて� 相違点が見られる�
たとえば� 台中に位置する雷虎科技股分有限公
司は� 1990年に設立されたラジコン� プラモデ
ル� 模型用エンジン製造の会社である� 当社の製
品は 95�以上が輸出で欧米では �サンダ�タイ
ガ�� のブランドで知られている� 当社の販路開
拓は� 最初は社長自身が鞄ひとつで世界中に出張
し� 売り歩いたところからはじめたという�
台湾では歴史的な背景もあり� 外国語を学ぶこ

もよくみられる方法である� 詳細については� 中小企業
総合研究機構 	中国上海地域における中小企業の発展水
準等に関する調査研究
 1997年 3月を参照のこと�
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とがビジネスで成功するひとつの道であるといっ

た考え方もあり� このように社長自らが世界中の
いろいろなコネクションを頼って� 販路を拡大す
るといった方法はよくとられる�
また� 高雄に位置する南昇塑膠工業股分有限公
司は� 1972年に設立された住宅やオフィスで利

用されるビニ�ルタイルを製造する企業である�
同社の場合�売上の 80�は�アメリカを中心とし
て� 海外に輸出している� こうした海外向けの販
路開拓は� アメリカ人のパ�トナ�とともに行っ
ている� また� さらなる販路開拓を目指して� 海
外の建材関連見本市 �メッセ� にも頻繁に出展し
ており� 今後は� アメリカだけでなく� ヨ�ロッ
パにも進出するという�
わが国中小企業が� かつて高度成長期にとった
販路開拓の方法は� 台湾中小企業のように自らで
行う方法ではなく� 商社を通じた販路開拓� 日本
製品の世界進出� それに伴う外貨の獲得であっ
た� すなわち� 中小企業における製造と販売に関
しては� 社会的分業が存在していたのである� た
だし� 近年わが国では� ボ�ダレス化の進展によ
り� 中小企業が自らの力でその製品を海外に販売
する企業もあり� 日本の中小企業の海外への販路
拡大は� 変化してきている面もある�
こうしたわが国中小企業の国際化に対し� 台湾
中小企業の国際化は� 自らの力� また� 自らのイ
ニシィアティブによる国際化であり� ある意味で
企業が海外にその販路を求めていこうとするとき

の正攻法であり� わが国における一般的 �今日ま
での� 方法とは異なっている�
中小企業国際化の方法にあたって� わが国と台
湾� どちらの方法が有効であるかについては� 日
本の方法が高度成長期における為替制限されてい

た時代的背景のなかから生まれたものであるので

一概にはいえない� しかしながら� 今日� わが国
多くの中小企業産地が衰退している要因のひとつ

には� 国内外を問わず自らの力で販路開拓を行っ
てこなかったことすなわちその営業面で自立して

いなかったことがあげられる�

このように考えてくるならば� 台湾方式がより
今日における国際標準に近く� 従来の日本方式
は� 有効性が無くなりつつあると判断できる� と
はいえ� わが国中小企業の国際化のあり方もこう
したグロ�バルスタンダ�トに近づいている� こ
うした流れの中で考えるならば� これからの中小
企業の国際化� 海外進出は� 自らのイニシィア
ティブで進めることがこれからの方向性であろ

う�

� 成長する企業であっても抱える問題点と課題

上述のケ�スで指摘してきた中小企業は� 台湾
において先進的な事例として取り上げられるもの

であるが� その企業経営がすべて首尾よく機能し
ているのではなく� いくらかの問題点を抱えてい
る� そうした問題点としては以下がある�

�1� 売込みが難しい日本市場
たとえば� 海外に販路を拡大している事例とし
てあげた雷虎社� 南昇社の場合� 欧米市場の開拓
には成功しているが� 日本市場への参入は� うま
くいっていない� わが国は� 近年� 景気低迷状況
にあるとはいえ� その市場規模は大きく� 世界中
の企業が販路を求めて販売促進活動を行ってい

る� しかしながら� わが国に製品を売り込むため
には� 流通機構� 商習慣が特異であるので� 日本
市場開拓に成功している企業は� 世界標準とは異
なった販路開拓活動が必要となっている�
実際� 雷虎社� 南昇社の場合� 以前� 日本の見
本市に出展するなどして� 日本市場の開拓の努力
は行った� だが� 日本市場は参入障壁が大きいの
で� その成果はほとんどあがっていない� わが国
おける流通経路� 販路開拓は複雑であり� 一定の
市場規模がある商品販売でなければ� 独特の販路
開拓活動が必要となるわが国進出は� コスト高に
なるのである� したがって� 中小企業でニッチ市
場を対象としているものが� 日本市場に進出する
ことは� 大変� 困難である�
また� こうした流通面での障壁の高さ以外にわ

経済科学研究所 紀要 第 32号 �2002�

�����



が国の過剰品質が日本市場への参入障壁になって

いる� しかしながら� こうした過剰品質から製造
技術�品質管理について�多くの点を学んでおり�
日台企業間の結びつきは強い� すなわち� 台湾中
小製造業の経営者にとっては� 日本は販売面では
遠い存在であるが� 生産面で身近な存在になって
いるのである�
いずれにしても� 先進的な経営を行っている中
小企業にとって� 日本市場への売込みには� グ
ロ�バルスタンダ�ドとは違った基準が必要であ
り� それには� コストがかかるので今のところ�
進出は控えている企業が少なくないのが現状であ

る�

�2� 日本の技術的優位性
現在台湾で注目されているハイテク中小企業

は� 今後� 台湾経済における中心的な存在になろ
うが� そうした先端的技術を扱っている企業は�
多くにおいて� 日本ハイテク産業との関連を有し
ており� 彼らが造る製品は� 日本の技術がなけれ
ばできないといっても過言ではない�
たとえば� 先に指摘したエベレスト社� 勝華社
は� コンピュ�タの液晶関連のメ�カ�として�
台湾では最先端に位置するものであるが� 日本の
技術がないと製造が不可能である� 実際� カラ�
フィルタ�製造のエベレスト社の場合� その原材
料はすべて日本からの輸入に頼っており� 台湾で
原材料を生産することと人材を育成することを今

後の課題としている�
また� 液晶ディスプレ�の勝華社の場合もディ
スプレ�製造に関し� 多くの技術� ノウハウを日
本から受け入れている� また� 同社の製品の多く
は欧米市場へ輸出されているが� まだまだ日本製
の液晶ディスプレ�と比較するならば� 品質面�
デザイン面 �薄さ� 軽さなど� などにおいて劣っ
ている� したがって� 同社の場合� 競争力のある
商品を開発し� 日本への進出が今後の課題となっ
ている�このようにみるならば�まだ台湾企業は�
日本企業を目標にして努力をしている面がうかが

える�

�3� 進展する産業の空洞化
わが国製造業が国内における人件費の高騰� 貨
幣価値の内外価格差を原因として� 企業の海外投
資� 海外進出が進展しているのと同様に� 台湾に
おいても中国大陸を海外投資先の中心として� 産
業の空洞化が進展している� たとえば� 新竹に位
置する Lin Cheng Machinery社 �創業 1978年�
従業員数 70人� は� 自動車� 航空機� 家電製品に
使われるゴム成型部品のインジェクションモ�ル
ド �金型� を 製作している企業である� 同社の
モ�ルド�コンポ�ネントは世界中からの引き合
いがあり� セ�ルスネットワ�クは� アジア�
オ�ストリア� 中東� アメリカ� ヨ�ロッパにま
で及んでいる�
生産量の拡大と台湾国内における人件費の高

騰� 技術者不足を背景として� 2000年より大陸

の深�でのモ�ルド製造を開始した� 将来的には
製造部門と技術部門は大陸に移転し� 台湾国内は
商社的機能のみを残すことを予定している� 現
在� 大陸の工場では 36人もの大卒中国人技術者

を雇用しており� 彼らの能力は台湾国内の者と比
べても優秀だという�
わが国の場合� 製造業が海外進出する場合� そ
の企業の競争力の核となる技術については� 国内
に残し� 製造拠点だけが移転するケ�スが多いよ
うに思われ� こうした海外展開のあり方は� 企業
レベルで考えれば� 経営戦略上適正な判断である
と考えられる� しかし� 台湾企業のこうした海外
投資のあり方は� 産業全体からみるならば� 将来
において� 当該分野における競争力の低下を招く
懸念を生じさせるものと考えることもできる6��
台湾における産業の空洞化問題は� 2001年 9

6� 伊丹敬之�加護野忠男 �ゼミナ�ル経営学入門� 日本
経済新聞社� 1989年� 143	144ペ�ジによれば� 
空
洞化には二つのものがありえる� 一つは雇用の空洞化で
ある� ���中略��もう一つは技術の空洞化であ
る�� としたうえで� 
直接的に人�が恐れるのは雇用の
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月に実施した補足調査時において� 政府と産業界
の間で激しい議論があった� 政府からみるなら
ば� 産業の空洞化は国内おける失業率を上昇させ
ると同時に技術の空洞化を招くといった懸念 �多
少は政治的な配慮を含みつつ� から� 李登輝前総
統は �急がず� 慎重に� という対中投資規制政策
を唱えているが� そうした政策に対し� 台湾プラ
スチックグル�プの王永慶会長は 2000年 9月 5

日に� 4万字に及ぶ万言書を発表し� 政府政策を
批判している� いずれにせよ� かつて産業の空洞
化の問題が国民的議論にまで発展したように� 台
湾でも同様の事態が現在起きているのである�

� 中小企業政策の特徴

台湾における中小企業政策の歴史は� 約 20年

でわが国の 50年に比べれば� はるかに短いが�
台湾はわが国と同じように中小企業政策が体系的

に実施されている国である� 実際� わが国の中小
企業庁設置が 1948年であるのに対し� 台湾の中
小企業処設置が 1981年である� 台湾はわが国に
対して 30年以上後から� 中小企業政策を本格的
に実施するようになった7�� しかし� 台湾政府は�
日本の政策を台湾の事情を含めたうえで熱心に取

り入れ� 今日では� 中小企業政策先進国となって
いる� 台湾における中小企業政策の体系は� わが
国から多くアイデアを取り入れられており� そう
したものを台湾の地域事情に合わせた形で実施し

ている� ここでは� わが国との比較を考慮したう
えで� 台湾中小企業政策の特徴を考察することと

しよう�

�1� 中央集権的な中小企業政策
台湾では� 国 �中小企業処� が中小企業政策に
係わる基本的な考え方� 施策のメニュ�を用意
し� 具体的な実施にあたっては� 政府関連公益法
人 �多くは財団法人� が担っている� 県や市が地
域の中小企業のために政策を実施することは� ほ
とんどない�
各県には� 地域の中小企業者への国の中小企業
施策に関する窓口機関として� 中小企業服務中心
�中小企業サ�ビスセンタ�� が存在しているが�
こうした機関は� 職員は 5名程度のものが多く�
情報提供� 相談機関にすぎない� こうした中小企
業服務中心は� そもそも海外投資の受け入れを支
援する機関として存在していたものが� 時代的な
役割を終え� 地域の中小企業に対する情報提供機
関として看板を架け替えたものである�
わが国の中小企業政策について考えれば� 立案
は国 �中小企業庁��総合的実施機関が国の特殊法
人であるところの中小企業総合事業団であり� そ
うした位置付けのなか� 具体的実施にあたって
は� 県や市が国の政策と整合性を持ちながらも地
域事情に合わせた形で政策を実行し� その政策の
受け皿が中小企業団体となっている�
確かにわが国の政策も中央集権的色彩が強い

が� 地域にかなりの裁量権があり� 県や市区独自
の施策も多くの自治体で行われている� こうした
ことを鑑みれば� わが国中小企業施策は� 台湾ほ
ど中央集権的色彩が強いとはいえない�
また� 台湾では国家的に必要が迫られている中
小企業政策については� 行政院国家科学委員会が
行い中小企業処の政策を超えた国の再優先課題と

している� 新竹科学工業園区や台南科学工業園区
は� その実践例としてあげられよう� こうした点
でも台湾の中小企業政策の中央集権的色彩は� わ
が国よりもはるかに強力である�

空洞化だが� 実は技術の空洞化の方が恐ろしい問題を
持っている� 雇用の空洞化は� 他の事業での雇用さえ発
生すれば� 穴埋めができる� しかし� 技術ベ�スの喪失
は� 代替がきかない危険が大きいのである�� と指摘され
ている�

7� 台湾における中小企業政策の端緒をどこに求めるかに

ついては� 緒論があろう� 中小企業処の前身は� 1966年

に国際経済協力委員会が中小企業向けの融資と投資を促

進するために設置した中小企業ワ�キンググル�プにあ
る� したがって� 台湾では中小企業処設置の 1981年以

前に中小企業政策が開始されていたといった考え方もで

きる�
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�2� 中小企業支援公益法人は日本がモデル
台湾では中小企業政策を実施するにあたってそ

の政策課題ごとに公的機関が存在している� 多く
の機関は� わが国とその機能を同じくしており�
たとえば� 台湾の公益法人は� わが国では以下の
ものに対応している� しかしながら� これらの組
織は� わが国のものをモデルとしながらも� その
運営方法において� 柔軟性�効率性の点でかなり
の相違がみられるのも事実である�
これらの公益法人は� そもそも政府機関として
設立され� 組織に柔軟性を持たせるため財団法人
化したもの� 設立当初から財団法人であっても�
多くの政府支援を受けて設立されたものなどであ

り� かつては役所の出先機関としての色彩が強
かった�
こうした公益法人設立の形態は� わが国も等し
くするものであるが� 現在� 経済部をはじめとす
る国家の方針のなか� こうした機関の行政からの
独立が迫られており� 今では� 民間的な発想で財
団運営がなされている�
たとえば� 多くの公益法人は国家からの委託研

究などの補助金は� 減少の傾向があり� 収入源を
会員である民間企業からのコンサルタント料� 共
同研究などにシフトさせており� 経済原則にのっ
た財団運営がその方向性となっている�
また� 国家からの委託研究においても類似の中
小企業支援組織間で競争しており� 財団が良い実
績をあげないと存立基盤が脅かされる危険にさら

されている� 実際� 財団法人工業技術研究院と財
団法人金属工業発展中心においては� 機械�金属
関連の研究開発においては� 重複して研究が行わ
れているので� 政府からの受託研究において� そ
の受託にあたって競争している面もある�
こうした特徴は� 民間の経済原則が働きにくい
わが国中小企業支援機関とはかなり� 相違がある
といえよう� 中小企業支援をすべて経済原則に基
づいて行うことについては� 賛否両論があろう
が� わが国における中小企業支援においても支援
機関に民間の経済原則を取り入れることは� 今後
は重要であろう�
中小企業政策を実施する上で� 公的機関の効率
性を図るということは� 各機関の重複分野をなく
し� 各分野に対し独占的に施策を実施することが
効率的なのか� 重複分野に関しては� それぞれ
の機関を政策実施にあたり競争させることが� 効
率的なのか� わが国において� 大議論があって
もよいであろう�

�3� 中小企業政策の立案主体は� わが国同様�
一元化されていない

表 1 台湾における中小企業の定義

� 製造業� 建設業�振込資本額が 6�000万台湾ドル

以下� 従業員が 200人以下のもの

� 卸売業� 小売業�前年の営業額が 8�000万台湾ドル

以下� 従業員が 50人以下のもの

�出所� 財団法人中小企業総合研究機構 	アジア中小
企業の現状に関する調査研究 �台湾編�

1999年 3月より作成�

表 , 台湾�日本中小企業支援機関対応表

台 湾 日 本

財団法人工業技術研究院 工業技術院

財団法人中衛発展中心 財団法人全国下請企業振興協会

華陽中小企業開発股分有限紺公司 東京投資育成株式会社

各県の中小企業服務中心 各県の中小企業振興協会

財団法人鞋類設計曁技術研究中心

�出所� 筆者のインタビュ�調査により� 作成�

財団法人金属工業研究発展中心 各地域の公設試験場
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わが国経済産業省の組織が� 縦割り組織と横割
り組織が存在し� 政策目的ごとに庁� 局が存在す
るように� 台湾経済部 �わが国の経済産業省に相
当� においても� 政策目的ごとに処� 局� 司が存
在する�
台湾経済部において� 中小企業政策を立案する
主体 �政策を立案する場合� 規模の格差を前提と
しないが� 結果として中小企業政策となるものを
考えると� は� 中小企業処以外に工業局� 商業司
が中小企業政策に関与している�
これは� わが国の場合においても� ベンチャ�
企業支援や商業流通政策が中小企業庁と経済産業

政策局等で行われているように中小企業庁以外の

部局が中小企業政策に関与することと同等である

といえよう�
また�わが国同様�日のあたる政策については�
部門間での綱引きがあり� 厄介なものに関して
は�押し付け合いがあるという�いずれにしても�
台湾経済部はわが国経済産業省の組織をベ�スと
して� 組織編成を行っている� したがって� 組織
編成上生じる問題点も共通したものが生まれてく

るのである�

�4� 多様な中小企業政策ツ�ル
台湾における中小企業政策実施に係わる政策

ツ�ルは� 予算� 政府基金 �わが国の高度化資金
のようなもの� による融資� 郵便貯金を中心とし
た政府ロ�ン �わが国の財政投融資のようなも
の��租税特別措置などがあり�わが国において実
施する場合と同様に多様である�
ちなみに 1998年の中小企業処予算は 6億 5千

6百万台湾ドルで� それに 91億台湾ドルの中小

企業向け政府基金 �日本の高度化資金のようなも
の� の運用益をあわせて� 約 10億台湾ドルの予

算があるという� �こうした計算で経済部の予算
を積算すると約 50億台湾ドルとなる�� また� 郵
便貯金を中心とした政府ロ�ン �わが国の財政投
融資のようなもの�に関しても約 200億台湾ドル

存在しているという� さらに� インキュベ�タの
開発については� 行政院の開発基金� 約 300億ド

ルが中小企業向けに存在しており� これらは� 金
融機関を通じて 4倍に膨らむ開発基金融資とな

表 - 中小企業の指導システムの担当機構� 任務と指導対象

システム 担当機構 主な任務 指導の対象

財務融通 中小企業処 中小企業の財務構造の改善への指導と協

力� 資金の融通を提供し� 競争力の向上
をはかる

�中小企業認定基準� に合う中小企業�
中小企業の信用保証基金の保証対象に合

う中小企業 �信用保証部門�

経営管理 中小企業処 中小企業の健全発展の促進� 中小企業の
管理制度の構築に協力� 経営効率の向上

�中小企業認定基準� に合う中小企業

生産技術 工業局 組合� 協会と研究機構などと共同で中小
企業の技術水準の向上に指導� 新技術と
製造自動化の導入で� 伝統的産業の水準
を加速的に向上

工場の登記証を持つ労働集約的産業� 伝
統的産業の業種別は経済部 �省� で決め
られる

研究開発 工業局 中小企業に指導して新製品の関発� 国際
市場での台湾製品の競争力の強化

下記の ,つの条件に合う企業は指導の申

請ができる�
�工場の登記証を持つ合法の業者 �申請
中の企業は工場設置許可証の複写を添

付��
�科学技術研究計画の成果を商品化にす
る能力のある業者
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る� また� 租税特別措置についてもハイテク企業
向けを中心に存在し� 多くの成果を発揮してい
る�
わが国同様� ベンチャ�企業に対する創業支援

は台湾政府における最重要課題となっており� 先
に指摘した融資制度のみならず� 財団法人工業技
術研究院におけるインキュベ�ション事業が存在
する� 現在� 同院内のオ�プンラボラトリ�に入
居している G.LUXON社 �創業 2000年 7月� 従
業員 14名� は� 環境関連のハイテクベンチャ�
企業であり� 従業員 14人の内� PHDが 4名も存

在している� まだ� 製品に関しては開発段階であ
るが� 台湾大学との産学連携によって� 廃水処理
プラントの開発を行っている有望企業であるとい

う�
また� わが国において� 中小企業指導政策の一
環として 中小企業診断士制度があるように� 台
湾においても中小企業の経営を向上させたり� 政
策の普及を行う公的専門家制度として� 中小企業
栄誉指導員制度を 1995年から開始した� 1999

年においては約 4,000人の経営者や経営幹部が

指導員となり� 中小企業問題解決のための努力を
行っている�

�5� 台湾中小企業政策のパフォ�マンスのよさ
このように台湾における中小企業政策は� わが
国政策をモデルとして� 各種対策を行っている�
中小企業政策に関しては� わが国は先進国であ

情報管理 中小企業処 中小企業の情報管理制度の構築に指導�
情報を利用して経営効率の向上

�中小企業認定基準� に合う中小企業

工業安全 工業局 工業安全�衛生の技術指導で� 中小企業
に協力して工業安全制度の構築と工業安

全問題の改善

工業局の年度計画により工業安全�衛生
の問題を選び� 改善の必要な工場を下記
の -分類を優先にする� �厳重な工業安
全�衛生の危険を持つ工業� �過去に重
大な工業安全�衛生の災害が発生した工
場� �労働検査機構の管理対象または処
罰を受けた工場

汚染防止 工業局 環境保全と工業の発展を共に重視の政策

を推進� 中小企業に協力して汚染の改善
と汚染防止の問題を解決

汚染の問題を持つ工場を対象� 下記の -

分類を優先とする� �厳重な汚染を持つ
工業� �過去に重大な汚染の紛争が発生
した工場� �環境保全の機構の管理対象
または処罰を受けた工場

市場販売 国際貿易司 �局�
商業司 �局�

中小企業の必要とする市場情報の収集と

提供� 国際市場の開拓に協力� 伝統型中
小型商業の経営転換� 経営効率とサ�ビ
ス� 品質の向上

�中小企業認定基準� に合う中小企業

相互提携 中小企業処 企業の提携環境の構築� 企業間交流の拡
大� 提携の機会を作り出す� 企業が持っ
ている個別の資源を利用し� 競争力の強
化と新事業のチャンスの開発

.社以上の企業のうち .分の -以上は中

小企業の場合� 相互提携の共同推進で�
登記で提携交流会を組織したもの

�出所� �中小企業白皮書	 +332年版� 経済部中小企業処� +332年� 台北� /2ペ�ジ� 財団法人中小企業総合研究
機構 �アジア中小企業の現状に関する研究 �台湾編�	 +333年 -月� +/.ペ�ジから転載� 本表は朝元照雄
氏が作成したものである�

品質向上 中小企業処 中小企業の全面的に製品の品質向上� 中
小企業の品質認定証の獲得の推進

�中小企業認定基準� に合う中小企業
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り� 台湾のみならず多くの諸国の人�がそのシス
テムを勉強しているが� 日本型のシステムを踏襲
することによって� 今日成功している国は� 台湾
がその代表であろう�
今日� 中小企業政策の先進国であるわが国が�

中小企業政策が上手く機能しにくくなってきてお

り� 1999年 12月に行われた中小企業基本法の抜

本的改正をはじめとする政策に関する基本的考え

方の見直しが進められている� この段階で台湾中
小企業政策のパフォ�マンスの良さを指摘するの
は�若干の無理があろうが�予想できる範囲では�
以下のことがあげられる�
まず� 第一には台湾中小企業政策が上手く機能
している理由のひとつとしては� 台湾経済が成熟
段階でないことがある� つまり� 経済成長段階で
あるので� どんな政策を政府が立案しても上手く
いくということである� すなわち� たとえ政策上
の失敗があったとしても� 成長がその失敗を補完
するという面があるということである�
つぎに� 第二の要因としてあげられるのは� 二
番手戦略の効率性があげられる� つまり� 台湾の
場合� 政策的には日本を手本としてその政策が発
展してきた経緯があるため� わが国における政策
の実績を踏まえた上での有効な手段が打てたこと

があげられよう�
そして� 第三の要因としては� 政策担当者� と
くに� 政策実施機関の職員が� 政策実施に関する
スペシャリストであることがあげられよう�
先にも指摘したが� 台湾における政策実施機関
は� 政府関係の公益法人である� そこでの職員は
中小企業支援のプロとしての仕事をしており� 政
府施策を対象企業の実情にあわせて� かなり柔軟
に使いこなしている傾向あるように思われる�
また� 工業技術研究院などの公設試の職員に

は� ドクタ�クラスの研究者が多数存在してお
り� 企業から依頼される研究�開発支援に適格な
示唆を提供でき� さらには� そうした企業に対す
る人材の供給源ともなっている� 実際� ハイテク
ベンチャ�企業が同研究院出身者をスカウトした

り� 彼ら自身で会社を起こすケ�スも頻繁に行わ
れている�
最後に� 第四の要因としては� 中小企業政策の
立案機関である中小企業処が� 中小企業者にとっ
て� 身近な存在であること� また� 中小企業政策
の普及に処長自らが� 先頭を切って努力している
ことがあげられる8��
台湾中小企業政策のパフォ�マンスのよさは�

台湾行政が� 非常に柔軟性を持っていることに由
来している点が多く� それは� 組織の硬直化と職
員の非専門化が進展しているわが国行政から見る

ならば� 示唆となる点が多い�

� まとめ

以上� 今日のような経済状況下にあっても成長
を続けている台湾中小企業とその支援政策に関す

る特徴を考えてきた� 台湾が通貨危機の影響を受
けていないのは� 中小企業とそれらの経営を支え
るサブシステムとしての中小企業政策のパフォ�
マンスが優れている点に多くの要素があり� そう
した面は� わが国にとって� 多くの示唆がある�
しかしながら� 台湾中小企業の個�の特徴を抽出
するならば� 企業の柔軟性� 経営者の積極性�
ネットワ�クの有無� 技術力の高さなど� わが国
において成長している中小企業の特徴と共通する

ところも多い�
確かに今日台湾における中小企業と中小企業政

策は� 優れた点を多く持っている� とはいえ� こ
うした優れた点は� わが国における先進的な中小
企業や優れた中小企業支援活動を行っている機関

も同様に持っている�
ただ全体的にみるならば� わが国における先進
的な中小企業や中小企業支援活動は少数派であ

り� 多くのそうした企業や機関は問題を抱えてい

8� たとえば� 処長自らが中小企業向けテレビ番組の司会
を担当していたり� 自らが団長となって中小企業海外投
資団を組織し� 大陸やベトナムなどを視察することなど
にあらわれている�
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るのが事実であろう�おそらく今の日本は� �良い
所もある� 悪い所もある� すべての人�が良いわ
けではない� といった状況にある�
台湾とわが国を比較してみて� 大きく違う点

は� 労働市場の流動性の点だけであり� 今日のよ
うな� 状況下 �変化が早い社会� においては� 流
動性が高い社会の方が競争力において� 比較優位
を発揮しやすいといったことが� 台湾の強みと
なっている� つまり� 日本と台湾の決定的な相違
は�組織と個人の関係にあり�それは�台湾の �労
働市場の流動性に基づく� 組織と個人の柔軟性�
効率性の発揮� と� わが国の �長期継続取引に基
づく� 組織と個人の柔軟性�効率性の発揮� の間
にあるのである�
ただし� 今日のわが国は� 是非はともかく� 労
働市場流動化の方向へ進んでおり� そうした社会
へ向けての制度整備も進んでいるので� 今後は�
この面での差異はなくなるものと考えられる� い
ずれにしても� 今� わが国は台湾から学ぶべき点
は多いが� わが国の中小企業や中小企業政策にも
すばらしい側面が多い� しかしながら� 台湾中

小企業政策のパフォ	マンスが良いからといっ
て� その原型となるものは� わが国であるし� わ
が国の中小企業政策は綿密な体系を持っている�
今日� 少し� それらが機能しないのは� 成熟した
経済とそれらが若干の乖離を示しているからであ

る�
今� わが国経済が長期不況にあり� そうした状
況を脱する処方箋として� �アメリカに学ぼう�
�イタリアに学ぼう� �台湾に学ぼう� といったこ
とが� よくいわれる9�� 確かに� そうしたケ	スか
ら示唆となるべき点は� 多いかもしれないが� そ
れらの国�はすべての面に渡ってよいのではな
く� ある一部分のパフォ	マンスがよいだけであ
る� まだまだ� わが国中小企業やそれらを支える
政策は� 国際的にみるならば� 多くの優位性を
持っている�
したがって� 何らかの修正を施せば� わが国中
小企業政策は� また上手く機能する可能性を有し
ている� すなわち� 中小企業経営者は� 原点回帰
の経営を実践し� わが国行政は� 自信を持って�
中小企業政策を実施することが重要であろう�

��財� 中小企業総合研究機構主任研究員�

9� 1995年度以降� 
中小企業白書� の示唆となる海外中
小企業事情が頻繁に取り上げられている�
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